


様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 3 2 2

件 名 等 減圧弁保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区押釜字越田地内外

種 類 業務委託
約

減圧弁保守点検業務　一式

　　内部点検及び調整　N=4基
内

　　外部点検及び調整　N=12基

概 要
容

株式会社森田鉄工所　東京営業支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　髙品　祥一

方 東京都　千代田区　岩本町１丁目８番１５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　既存の機械（減圧弁）は、当該業者の製品であり、保守点検の実施にあたっては、独自の技術力が必要となる

ため、他の業者での実施はできないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意

契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 3 6 5

件 名 等 帰還再生加速　市道等除草業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区小浜　地内外

種 類 業務委託
約

除草業務（原町区25路線、小高区44路線、林道3路線）

延長　A=90,737.2ｍ
内

草刈り　L=544,423.2㎡

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託は、主に機械と人力併用による市道等の除草を行うものである。当該組合は市内建設業社２９社で構成

されており、現場状況や業務スケジュールに即した作業員の確保が出来ること、また市内全域の市道等の状況を

把握していることから、本業務の確実な履行が見込めるのは、当該組合のみであるため随意契約とするものであ
随

る。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 3 7 4

件 名 等 令和５年度泉官衙遺跡郡庁院南殿・塀実施設計業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区泉字町地内外

種 類 業務委託
約

【実施設計業務】

　郡庁院南殿の実施設計
内

　　木造平屋　延べ面積79.38㎡

　掘立柱塀の実施設計
概 要

　　木造板塀　延長15.3ｍ×2か所容

有限会社　ウッドサークル
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中田　英史

方 東京都　中央区　日本橋人形町二丁目１６番２号４階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、国史跡泉官衙遺跡に存在した歴史的建築物の復元を中心とした実施設計を行うものである。復元に

かかる設計過程おいては、文化庁が設置する専門委員会での意見や指導事項を設計内容に反映させながら事業実

施することになる。
随

　当該業者は、泉官衙遺跡史跡公園整備事業の基本設計業務委託を受注した業者であり、これまでの基本設計業

務の成果に基づき、上記委員会での意見を的確に反映して当該業務を履行できる業者は、当該業者だけであるこ意
とから、随意契約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030









様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 4 0 3

件 名 等 小高水道施設　除草業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区吉名字岩屋堂　地内外

種 類 業務委託
約

水道施設除草　３回（樹木剪定作業含む）

内

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、水道施設環境を維持し円滑な運用を図るため、施設の除草・樹木剪定を実施するものである。

当該組合は市内業社２９社で構成されており、現場状況や業務スケジュールに即した作業員の確保が出来ること

、また市内全域の水道施設の状況を把握していることから、本業務の確実な履行が見込めるのは、当該組合のみ
随

であるため随意契約とするものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 4 0 8

件 名 等 農業用水利施設等除草（小高区）業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区区内一円

種 類 業務委託
約

草刈り業務　A=248,520㎡

　農道　　　　　　A=174,000㎡
内

　農業用用水施設　A= 74,520㎡

　(頭首工、ため池、揚水機場）
概 要

容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、主に機械による農道等の除草を行うものである。当該組合は市内業社２９社で構成されており

、現場状況や業務スケジュールに即した作業員の確保が出来ること、また市内全域の農道等の状況を把握してい

ることから、本業務の確実な履行が見込めるのは、当該組合のみであるため随意契約とするものである。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　農林水産部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 4 1 7

件 名 等 南相馬市旧避難指示区域用途地域制限見直し検討業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区本町二丁目地内　外

種 類 業務委託
約

用途地域制限見直し検討業務　　N=1.0式

　都市計画決定（案）の作成等　N=1.0式
内

　　上位関連計画の整理等　　　N=1.0式

　　小高区の土地利用構想　　　N=1.0式
概 要

　　都市計画決定（案）の作成　N=1.0式容
　法定図書作成等　　　　　　　N=1.0式

　　法定図書作成　　　　　　　N=1.0式

株式会社国際開発コンサルタンツ　福島事務所
名 称

相

手 代 表 者 所長　横山　清史

方 福島県　福島市　丸子字御山越三丁目１番７０８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、用途地域見直し事業にかかる用途地域制限見直し検討について、都市計画決定（案）を作成し、都

市計画法に基づき手続きを実施し、法定図書作成を行うものである。

　用途地域制限見直し検討は、上位関連計画の整理等及び小高区の土地利用構想が必要であり、これまでに実施
随

した用途地域見直し調査検討結果との整合が求められる。

　当該業者は、これまでに実施した用途地域見直し事業にかかる用途地域見直し調査検討業務の受託者であり、意
見直し区域内の現地状況等を踏まえた同一の視点での検討業務を適正に行うとともに、確実な履行が見込まれる

ことから、当該業者と随意契約するもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 4 7 8

件 名 等 ふくしま森林再生事業　森林整備等（小高１８林班）総合監理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区泉沢地内

種 類 業務委託
約

森林整備等の総合監理業務委託森林整備

　　　　　　　　　A=12.96ha
内

(内訳）（間伐） 　A= 2.62ha

　 　　（更新伐） A=10.34ha
概 要

容
放射性物質拡散防止対策

丸太筋工　　　L=1720ｍ

福島県森林組合連合会
名 称

相

手 代 表 者 代表理事会長　田子　英司

方 福島県　福島市　中町５番１８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、ふくしま森林再生事業　森林整備等（小高１８林班外）業務委託の総合監理業務である。当該業務

においては、年度別事業実施計画の作成業者（福島県森林組合連合会）が森林整備等の設計内容を熟知しており

、最も効率的に業務を行うことができるため、当該業者と随意契約するものである。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　農林水産部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


